
万里一空万里一空
　これからゴールデンウイークを迎え、レジャーやアウトドアを楽しまれる方も多いかと思いま
す。豊能町でも農作業が本格化し、田んぼの水面がキラキラと輝く季節となりました。
　６年度が始まってひと月が経ち、町では、これから事業が本格化しますが、今年度も教育・
子育て支援の充実、地域の活性化やまちづくりの推進に取り組むこととしています。
　昨年度は、中学校給食の無償化、育児訪問見守りギフト事業といった子育て支援策、家屋

の除却費用や家財道具の撤去費用の一部補助など、地域の活性化に取り組んでまいりましたが、今年度はさらに、
教育・子育てに対する支援として、高校生の通学費用の一部補助や１５歳までの方を対象とした自転車ヘルメット
の購入費用の一部補助、ウェブアプリを利用した英語教育の充実に取り組んでまいります。また、地域の活性化
に関しては、大阪府外からの移住者を対象とした移住応援金等や空き家のリフォーム支援のための補助金の支給
などに取り組んでまいります。
　国全体で人口の減少や少子化が進む状況において、本町の人口減少や少子化に歯止めをかけることは容易なこ
とではありませんが、こうした施策に取り組むことで、少しでも歯止めがかかればと思っています。
　また、人口の減少が続く状況において、住民の皆さんにこれからも安心して暮らしていただくためには、地域に
にぎわいを創り出すことが必要です。６年度は、教育・子育て支援策や地域の活性化策に加え、国道や府道の指
定沿道区域内において店舗等を開業する方を対象とした支援や妙見口駅前の活性化策の検討など、地域のにぎわ
いづくりや活性化に向けた取り組みも進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

町長　上浦　登町長　上浦　登

大阪府からのお知らせ
自動車税（種別割）の納期限は５月31日（金）です

　府の指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関、大阪府内の郵便局、府税
事務所、コンビニエンスストアなどで納付することができます。
　また、納付書の表面に印字されている「地方税統一QRコード」に対応した金融機関、ス
マートフォン決済アプリ、「地方税お支払サイト」を利用したクレジットカード納付、ペイ
ジー納付なども可能です。
　詳しくは、大阪府ホームページを確認してください。
※�府税を一時に納めることができない場合には、納付を猶予�
する制度があります。納付が困難な方は、お早めに管轄の
府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください。

〇自動車税コールセンター 一部のⅠＰ電話等でつながらない場合は、
☎06-6776-7021までお願いします。
受付時間：平日午前９時～午後５時45分
※�納税通知書などの発送直後や午前９時
台は、つながりにくくなる場合があり
ますので、ご了承ください。

〇自動車税ＡＩチャットボット
自動応答機能により
24時間お問合せ可能です。

〇車の住所変更
引越しの際にすぐに運輸支局で住所変更
登録ができない場合は、納税通知書など
の送付先変更手続きをお願いします。

自動車税（種別割）に関するお問合せはこちらまでお願いします！

詳しくはこちら

詳しくはこちら詳しくはこちら

詳しくはこちら

府税あらかると 検索HP
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固定資産税・軽自動車税・町府民税の納付のお知らせ
　固定資産税と軽自動車税の納税通知書は5月中旬に、町府民税の納税通知書は6月中旬に発送する予定で
すので、お手元に届きましたら内容をご確認いただき、納期内（※下記参照）納付にご協力ください。
　また、口座振替のお申込みをいただいている方も、下記の日に、指定の口座から自動振り替えされます
ので、預金などの残額をご確認ください。
　なお、固定資産税、町府民税で全期全納される方は、1期から4期までの納付書4枚を一緒に窓口にお出
しいただき納付されるようお願いします。

令和６年度町税の納期限
税　　目 第1期分 第2期分 第3期分 第4期分

固定資産税 5月31日（金） 7月31日（水） 9月30日（月） 令和7年
1月6日（月）

軽自動車税 5月31日（金） －� －� －�

町府民税 7月1日（月） 9月2日（月） 10月31日（木） 令和7年
1月31日（金）

　納期限を過ぎますとその翌日から納付の日までの日数に応じて、地方税法に規定する割合を乗じた延滞
金を加算して納付していただきます。
納税には、便利な口座振替をご利用ください
【口座振替取扱金融機関】
　「三井住友銀行・池田泉州銀行・大阪北部農業協同組合・三菱UFJ銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行」
　口座振替を希望される方は、税務課、吉川支所または口座振替取扱金融機関で手続きができます。郵送
での手続きも可能ですので、税務課までお問い合わせください。各月20日までのお申し込みで、翌月末の
納期分から振り替えできます。ただし、キャッシュカードをお持ちで暗証番号がわかる方は、税務課、吉川支
所の窓口にて振替当月の15日（15日が土日祝日の場合はその前の開庁日）までのお申し込みで当月末の納期
分から振り替えできます（一部対応していないキャッシュカードがあります）。
コンビニエンスストアで納付ができます
　コンビニ収納用バーコードが印字されている納付書は、手数料不要でコンビニエンスストアの営業時間
内にいつでも納付ができます（現金のみ。電子マネーなどには対応していません）。納付ができる店舗に
ついてはお手元の納付書裏面および豊能町ホームページをご確認ください。
スマートフォン決済アプリで納付ができます
　スマートフォン決済アプリから納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードまたは地方税統一QR
コード（eL-QR）を読み取ることで、いつでも納めることができます。
クレジットカードで納付ができます
　地方税統一QRコード（eL-QR）が印字されている納付書は、「地方税お支払サイト」を通じてクレジッ
トカードで納付することが可能です（納付額に応じてシステム利用料の負担が生じます。詳しくは「地方
税お支払サイト」をご確認ください）。
※ コンビニ収納用バーコードに対応しているアプリについては豊能町ホームページをご確認ください。
※ 地方税統一QRコード（eL-QR）に対応しているアプリについては「地方税お支払いサイト」をご確認く

ださい。
※ 納付期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、クレジットカードを利用し

た納付ができなくなります。
※ コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、クレジットカードでの納付をされた場合、町で収納の

確認が取れるまで１～４週間程度かかることがあります。納付後すぐに納税証明書の申請をされる場合
は、申請窓口にて「領収証書」または納付が確認できる画面をご提示ください。

問＝税務課　☎７３９-３４１０
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豊能町国民健康保険診療所よりお知らせ

　国保診療所では、感染症対策として、受診される皆様に引き続き受診時のマスク着用をお願いしています。また、発
熱や咳などの症状で受診される方につきましても、感染症診察室や自家用車内での診察とさせていただいております。
発熱等で受診される場合は、これまでと同様に事前の連絡をお願いします。
＜内科＞

診療時間 月 火 水 木 金 土
午前 受付　9：00～11：30（診療　9：30～12：00） 〇 〇 〇 ■ 〇 -
午後 受付　1：30～��2：30（診療　1：30～��3：00） - 〇 - ■ 〇 -
■木曜日は特定健診・ワクチン接種（要予約）などを行います
・�火曜日・金曜日の午後３時から午後４時までは療養相談、特定健診やがん検診の結果説明、ワクチン接種などを予約制で行います
・診療のご案内：�市立池田病院など近隣の病院と連携を取りながら、急性疾患から生活習慣病まで幅広く対応

しています。特定健診（メタボ健診）やインフルエンザワクチン、子宮頸がん予防（ＨＰ
Ｖ）ワクチン、肺炎球菌ワクチンなど、各種ワクチン接種にも力を入れています。

・担当医：�梶原信之　医師（火・木・金曜日）：総合内科専門医、プライマリ・ケア認定医�
常俊保夫　医師（月曜日）　　　　：大阪大学　老年・総合内科学所属医師�
塩出俊亮　医師（水曜日）　　　　：大阪大学　内分泌・代謝内科学所属医師

＜歯科・口腔外科（予約制）＞
診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 受付　9：00～11：30（診療　9：30～12：00） 〇 〇 〇 △ 〇 ▲
午後 受付　1：30～��4：00（診療　1：30～��4：30） 〇 〇 〇 △ 〇 ▲
△第２・４木曜日は休診　／　▲第２・４土曜日は診療
・診療のご案内：�土曜日診療を月２回実施しておりますので、平日の受診が難しい方もお口を通じた健康管理

にご利用ください。通院が困難な場合は往診も行っておりますのでご相談ください。
・担当医：永川賢治　歯科医師：�日本口腔外科学会専門医、摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、日本がん治

療認定医機構がん治療認定医（歯科口腔外科）臨床研修指導歯科医　ほか
問・予約＝豊能町国民健康保険診療所　豊能町余野６１番地の１　☎739-0004

内科・水曜日の担当医師が長尾博文医師から塩出俊亮医師に交代しました。
歯科・土曜日の診療を月２回（第２・４土曜日）実施しています。

令和６年度の国民健康保険料について
　大阪府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成なら同じ保険料」となるように大阪府が府
内市町村統一の市町村標準保険料率を決定し、市町村で賦課を行います。
　なお、令和６年度より国民健康保険料決定通知が昨年度までの７月中旬発送から６月中旬発送に変更と
なり、１期（６月）から10期（翌年３月）までの10期割となります。
≪令和６年度≫ （　）内は令和５年度豊能町保険料率

賦課方式 被保険者全員 40～64歳の方
医療分 後期分 介護分

所得割 9.56% 3.12% 2.64%
(8.96％) (2.97％) (2.61％)

均等割 35,040円 11,167円 19,389円
(32,900円) (10,500円) (19,500円)

平等割 34,803円 11,091円 0円
(32,800円) (10,500円) (変更なし)

賦課限度額 65万円 22万円 17万円
(変更なし) (20万円) (変更なし)

問=保険課（国保）　☎739-3422
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う
同
委
員
の
選
任
に
際
し
、
議
会
の

同
意
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　
田
中　
啓
二
（
豊
能
町
東
と
き
わ
台
）

○�

豊
能
町
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
改

正
の
件

　
学
校
施
設
等
の
跡
地
利
活
用
に
関
す
る

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
に
関

す
る
事
務
を
行
う
附
属
機
関
を
設
置
す
る

も
の
で
す
。

○�

豊
能
町
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の

提
供
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

○�

豊
能
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件

　
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
改
正
内
容
に
基
づ
き
、
会
計
年
度
任
用

職
員
に
勤
勉
手
当
の
支
給
を
可
能
と
す
る

も
の
で
す
。

○�

豊
能
町
介
護
保
険
法
関
係
事
務
手
数

料
条
例
改
正
の
件

　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
更
新
お
よ

び
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
の

更
新
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
の
手
数

料
を
定
め
る
も
の
で
す
。

○�

豊
能
町
子
ど
も
・
子
育
て
審
議
会
条

例
改
正
の
件

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
改
正
に
伴

い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

○�
豊
能
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
改
正
の
件

　
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域

型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
の

改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の

で
す
。

○�

豊
能
町
立
留
守
家
庭
児
童
育
成
室
条

例
改
正
の
件

　
吉
川
小
学
校
内
に
留
守
家
庭
児
童
育
成

室
を
新
た
に
設
置
す
る
も
の
で
す
。

○
豊
能
町
国
民
健
康
保
険
条
例
改
正
の
件

　
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
等
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

○
豊
能
町
介
護
保
険
条
例
改
正
の
件

　
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
実
施
に

向
け
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に
伴

い
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま

で
の
保
険
料
率
等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

（
※
）
原
案
を
修
正
し
、
議
決
さ
れ
ま
し

た
。

○�

豊
能
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

の
指
定
並
び
に
指
定
居
宅
介
護
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
改
正
の
件

　
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

○�

豊
能
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償

条
例
改
正
の
件

　
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償

の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
改
正
に
伴
い
、

損
害
補
償
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
補
償
基

礎
額
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

○�

豊
能
町
宅
地
造
成
等
規
制
法
関
係
事

務
手
数
料
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
改
正
に
伴
い
、

大
阪
府
建
築
都
市
行
政
事
務
に
係
る
事
務

処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
が
改
正
さ
れ
、

豊
能
町
域
の
事
務
を
大
阪
府
が
処
理
す
る

こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
条
例
を
廃
止
す
る

も
の
で
す
。

○�

令
和
５
年
度
豊
能
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
10
回
）
の
件

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
３
，

６
４
１
万
７
千
円
を
増
額
し
、
予
算
の
総

額
を
81
億
１
，
７
１
６
万
円
と
す
る
も
の

で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
物
価
高
騰
な
ど

の
影
響
を
受
け
て
い
る
住
民
税
均
等
割
の

み
課
税
世
帯
に
対
す
る
給
付
金
、
職
員
の

退
職
手
当
、
低
所
得
者
の
子
育
て
世
帯
に

対
す
る
給
付
金
な
ど
で
す
。
ま
た
、
事
業

費
の
確
定
に
伴
い
不
用
額
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。

○�

令
和
５
年
度
豊
能
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
事
業
勘
定
補
正
予
算
（
第

３
回
）
の
件

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

86
万
６
千
円
を
増
額
し
、
27
億
２
，

０
０
０
万
４
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
歳
入
の
基
盤
安

定
繰
入
金
の
増
額
に
よ
り
予
備
費
を
増
額

す
る
も
の
で
す
。

○�

令
和
５
年
度
豊
能
町
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
回
）
の
件

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
２
，

５
２
４
万
５
千
円
を
増
額
し
、
６
億
７
，

３
１
８
万
５
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
歳
入
の
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
増
額
に
伴
い
、
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金
を
増
額
す

る
も
の
で
す
。

○�

令
和
５
年
度
豊
能
町
介
護
保
険
特
別

会
計
事
業
勘
定
補
正
予
算
（
第
５

回
）
の
件

町
議
会　
３
月
定
例
会
議

�

（
３
月
４
日
～
22
日
）
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既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
９
，

５
３
７
万
６
千
円
を
増
額
し
、
27
億
２
，

４
３
１
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
内
容
は
、
前
年
度
の
介
護

保
険
料
余
剰
分
を
積
み
立
て
る
た
め
の
介

護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金
で
す
。

○�

豊
能
町
教
育
長
の
任
命
に
つ
き
同
意

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
教
育
長
の
任
命
に
際
し
、
議
会
の
同
意

を
求
め
る
も
の
で
す
。

　
板
倉　
忠
（
豊
中
市
東
豊
中
町
）

○�

豊
能
町
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
改
正
の
件

　
財
政
健
全
化
の
一
環
と
し
て
、
教
育
長

の
給
料
の
月
額
を
現
町
長
の
任
期
中
減
額

す
る
も
の
で
す
。

　
な
お
「
豊
能
町
奨
学
資
金
条
例
を
廃
止

す
る
条
例
」
は
、
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

※
令
和
６
年
度
の
各
会
計
当
初
予
算
は
３

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
＝
総
務
課
☎
７
３
９
‐
３
４
１
５

　
国
に
よ
る
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
（
地
震
や
武
力

攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報
を
人
工
衛
星
な
ど

を
通
じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ

ム
）
を
活
用
し
た
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試

験
お
よ
び
緊
急
地
震
速
報
訓
練
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

　
こ
の
試
験
お
よ
び
訓
練
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
受
信
機
を
運
用
す
る
す
べ
て
の
都
道
府

県
お
よ
び
市
町
村
を
対
象
と
し
て
お
り
、

本
町
も
防
災
行
政
無
線
を
用
い
て
受
信
確

認
や
情
報
伝
達
手
段
の
起
動
手
順
の
確
認

を
行
い
ま
す
。
防
災
行
政
無
線
お
よ
び
戸

別
受
信
機
か
ら
訓
練
放
送
が
流
れ
る
と
と

も
に
、
た
ん
ぽ
ぽ
メ
ー
ル
の
配
信
も
行
い

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
】

①
５
月
22
日
（
水
）
午
前
11
時

②
８
月
28
日
（
水
）
午
前
11
時

③
11
月
20
日
（
水
）
午
前
11
時

④
令
和
７
年
２
月
12
日
（
水
）
午
前
11
時

【
緊
急
地
震
速
報
訓
練
】

①
６
月
20
日
（
木
）
午
前
10
時
頃

②
11
月
５
日
（
火
）
午
前
10
時
頃

※
な
お
、
防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
は
、

電
話
（
☎
７
３
９
‐
３
４
６
６
）
で
聞
き

直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
＝
総
務
課　
☎
７
３
９
‐
３
４
１
５

　
２
月
16
日
に
令
和
５
年
度
ウ
グ
イ
ス
大

学
運
営
委
員
会
を
開
催
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

角
度
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
ウ
グ
イ
ス
大

学
は
令
和
５
年
度
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
長
年
に
わ
た
っ
て
ウ

グ
イ
ス
大
学
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
み
な

さ
ま
に
は
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

運
営
委
員
会
と
し
ま
し
て
は
、
多
彩
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
み
な
さ
ま
と
楽
し
い
有
意
義

な
時
間
を
過
ご
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
町
民

の
み
な
さ
ま
の
生
涯
学
習
に
一
定
の
役
割

を
果
た
せ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
ご

意
見
や
ご
感
想
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
左
記

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。　

問
＝
生
涯
学
習
課　
ウ
グ
イ
ス
大
学
講
座　

運
営
委
員
会
事
務
局　

☎
７
３
８
‐
４
６
２
８

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
全
国
一
斉

情
報
伝
達
試
験
お
よ
び
緊
急

地
震
速
報
訓
練

ウ
グ
イ
ス
大
学
終
了
の
お
知
ら
せ

マイナンバーカードの申請はお済みですか？
　マイナンバーカードはこれからの暮らしに手放せない一枚です。マイナンバーカード取得者は、カー
ドを健康保険証として利用することができ、コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書の自動交付を受け
ることもできます。また、確定申告などオンラインでの行政手続きができ、本人確認書類としてもマイ
ナンバーカードが使えるので大変便利です。まだ、お持ちでない方は、まずは申請をしてみませんか？
問＝住民人権課　☎739-3418

大阪府池田保健所5月の事業
◎�こころの健康相談（事前予約制）
　日程など詳細はお問い合わせください。
◎水質検査・検便　￥＝有料
　 時＝ 5月14日（火）、28日（火）午前9時30分～11時30分 

※あらかじめ検査容器などを取りに来てください。
◎�ＨＩＶ／エイズ・梅毒（血液）、クラミジア（尿）検査、骨髄バンクドナー登録
　 日程など詳細はお問い合わせください。

問＝ 大阪府池田保健所　☎７５１-２９９０
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